
 

一 

令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
八
号
□
□
抄
□ 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

 

□
博
覧
会
協
会
の
業
務
の
特
例
□ 

３ 

博
覧
会
協
会
は
□
第
十
五
条
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
□
第
十
六
条
各
号

に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
□
博
覧
会
の
会
場
そ
の
他
の
施
設
に
関
す
る
工
事
□
そ

れ
ら
を
解
体
す
る
工
事
を
含
む
□
□
の
請
負
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
買

取
り
そ
の
他
当
該
請
負
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る

金
額
の
支
払
の
確
保
を
図
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
□
以
下
□
特

例
業
務
□
と
い
う
□
□
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
□ 

      

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
博
覧
会
協
会
が
特
例
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第

十
七
条
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
項
中
□
前
条
各
号
□
と
あ
る
の
は
□

□
前
条
各
号
及
び
附
則
第
三
項
□
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
内
閣
法
の
一
部
改
正
□ 

３ 

内
閣
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

附
則
第
二
項
中
□
東
京
オ
リ
ン
ピ
□
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
□

ク
競
技
大
会
推
進
本
部
□
を
□
国
際
博
覧
会
推
進
本
部
□
に
改
め
る
□ 

 
 

附
則
第
三
項
中
□
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
□
を
□
東
京
オ
リ
ン
ピ
□

ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
□
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い

る
□
に
改
め
る
□ 

 
 

附
則
第
四
項
を
附
則
第
五
項
と
し
□
附
則
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
□ 

 

４ 

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
□
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
同
条
第
二
項
中
□
十

四
人
□
と
あ
る
の
は
□
十
七
人
□
と
□
同
項
た
だ
し
書
中
□
十
七
人
□
と
あ

る
の
は
□
二
十
人
□
と
す
る
□ 

 

□
新
設
□ 



  

二 

 
 

 


